
議案第１９７号 

                           

   川崎市特定非営利活動促進法施行条例の制定について 

 

 川崎市特定非営利活動促進法施行条例を次のとおり制定する。 

 

平成２３年１１月２８日提出 

川崎市長 阿 部 孝 夫 

 

   川崎市特定非営利活動促進法施行条例 

目次 

 第１章 総則（第１条） 

 第２章 特定非営利活動法人（第２条～第９条） 

 第３章 認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活動法人（第１０条

～第１５条） 

 第４章 雑則（第１６条～第１９条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号。以下「法」

という。）の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

   第２章 特定非営利活動法人 

 （設立の認証申請） 

第２条 法第１０条第１項の認証を受けようとする者は、規則で定めるところ

により、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 



 ⑴ 申請者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所

又は居所 

 ⑵ 申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所

の所在地 

 ⑶ 申請に係る特定非営利活動法人の定款に記載された目的 

２ 法第１０条第１項第２号ハに規定する条例で定める書面は、次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に掲げる書面とする。ただし、第１号に掲げる場

合であって市長が住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の７

第４項又は第６項の規定により都道府県知事（同法第３０条の１０第１項の

規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあっては、指定情

報処理機関）から当該役員に係る本人確認情報の提供を受けることについて

当該役員の申出があるときは、当該提供された本人確認情報をもって第１号

の書面に代えることができる。 

 ⑴ 当該役員が住民基本台帳法の規定により住民基本台帳に記録されている

者である場合 住民票の写し 

 ⑵ 当該役員が外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）の規定により外

国人登録原票に登録されている者である場合 外国人登録原票の登録内容

を証明する市町村（東京都の特別区の存する区域及び地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市にあっては区）の

長が発行する書面 

 ⑶ 当該役員が前２号に該当しない者である場合 権限を有する官公署が発

行した当該役員の住所又は居所が記載された書面 

３ 前項各号に掲げる書面は、認証の申請をする日前６月以内に作成されたも

のでなければならない。 

４ 第２項第３号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳人を明



らかにした翻訳文を添付しなければならない。 

５ 法第１０条第３項に規定する条例で定める軽微な不備は、内容の同一性を

失わない範囲のものであって、規則で定めるものとする。 

 （社員総会の決議の省略がなされた場合の議事録） 

第３条 法第１４条の９第１項の規定により社員総会の決議があったものとみ

なされた場合の議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

 ⑴ 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容 

 ⑵ 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称 

 ⑶ 社員総会の決議があったものとみなされた日 

 ⑷ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

（準用） 

第４条 第２条第２項から第４項までの規定は、法第２３条第２項の規定によ

り届出をする場合について準用する。 

（定款の変更の認証申請等） 

第５条 特定非営利活動法人は、法第２５条第３項の認証を受けようとすると

きは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長

に提出しなければならない。 

 ⑴ 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 ⑵ 定款の変更の内容 

 ⑶ 定款の変更の理由 

２ 第２条第５項の規定は、法第２５条第５項において準用する法第１０条第

３項の規定による補正について準用する。 

３ 特定非営利活動法人は、法第２５条第６項の規定による届出をしようとす

るときは、規則で定めるところにより、第１項各号に掲げる事項を記載した

届出書を市長に提出しなければならない。 



 （事業報告書等の提出） 

第６条 法第２９条の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度初めの３

月以内に行わなければならない。 

（解散の認定申請） 

第７条 特定非営利活動法人は、法第３１条第２項の認定を受けようとすると

きは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長

に提出しなければならない。 

 ⑴ 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 ⑵ 事業の成功の不能となるに至った理由及び経緯 

 ⑶ 残余財産の処分方法 

（残余財産の譲渡の認証申請） 

第８条 清算人は、法第３２条第２項の認証を受けようとするときは、規則で

定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなけ

ればならない。 

 ⑴ 解散した特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地 

 ⑵ 申請者である清算人の氏名及び住所又は居所 

 ⑶ 譲渡しようとする残余財産 

 ⑷ 残余財産の譲渡を受ける者 

（合併の認証申請） 

第９条 特定非営利活動法人は、法第３４条第３項の認証を受けようとすると

きは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長

に提出しなければならない。 

 ⑴ 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主た

る事務所の所在地 

 ⑵ 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営



利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 ⑶ 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営

利活動法人の定款に記載された目的 

２ 第２条第２項から第４項までの規定は法第３４条第５項において準用する

法第１０条第１項第２号ハの書類について、第２条第５項の規定は法第３４

条第５項において準用する法第１０条第３項の規定による補正について、そ

れぞれ準用する。 

第３章 認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活動法人 

 （認定申請） 

第１０条 特定非営利活動法人は、法第４４条第１項の認定を受けようとする

ときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市

長に提出しなければならない。 

 ⑴ 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 ⑵ その他市長が必要と認める事項 

（認定の有効期間の更新申請） 

第１１条 認定特定非営利活動法人は、法第５１条第２項の有効期間の更新を

受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載

した申請書を市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 認定特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在

地 

 ⑵ その他市長が必要と認める事項 

（寄附者名簿等の作成） 

第１２条 法第５４条第２項第１号及び第３号、第３項並びに第４項に規定す

る書類は、規則で定めるところにより、作成しなければならない。 

（役員報酬規程等の提出） 



第１３条 法第５５条第１項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの３

月以内に行わなければならない。 

２ 法第５５条第２項の規定による書類の提出は、助成金の支給を行った場合

にあっては遅滞なく、海外への送金又は金銭の持出しを行う場合にあっては

事前に（当該海外への送金又は金銭の持出しが災害に対する援助その他緊急

を要する場合で事前の提出が困難なときは、事後遅滞なく）、行わなければ

ならない。 

（仮認定申請） 

第１４条 特定非営利活動法人は、法第５８条第１項の仮認定を受けようとす

るときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を

市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 ⑵ その他市長が必要と認める事項 

（認定特定非営利活動法人等の合併の認定申請） 

第１５条 法第６３条第１項の認定を受けようとする認定特定非営利活動法人

又は同条第２項の認定を受けようとする仮認定特定非営利活動法人は、規則

で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しな

ければならない。 

 ⑴ 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主た

る事務所の所在地 

 ⑵ 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営

利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 ⑶ その他市長が必要と認める事項 

第４章 雑則 

 （書類の公開） 



第１６条 法第３０条及び法第５６条の規定による閲覧又は謄写に関し必要な

事項は、規則で定める。 

 （情報通信技術利用法の適用） 

第１７条 法第７４条の規定により読み替えて適用する行政手続等における情

報通信の技術の利用に関する法律（平成１４年法律第１５１号。以下「情報

通信技術利用法」という。）第３条第１項の規定により電子情報処理組織（同

項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用して行わせるこ

とができる申請等（情報通信技術利用法第２条第６号に規定する申請等をい

う。以下同じ。）は、規則で定める申請等とする。 

２ 電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする者は、規則で定めると

ころにより、当該申請等を行い、かつ、当該申請等に係る氏名又は名称を明

らかにする措置を講じなければならない。 

 （電子文書法の適用） 

第１８条 法第７５条の規定により読み替えて適用する民間事業者等が行う書

面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成１６年法律第

１４９号。以下「電子文書法」という。）第３条第１項に規定する条例で定

める保存は、法第１４条（法第３９条第２項において準用する場合を含む。）、

法第２８条第１項及び第２項、法第３５条第１項、法第５４条第１項（法第

６２条（法第６３条第５項において準用する場合を含む。）及び法第６３条

第５項において準用する場合を含む。）並びに法第５４条第２項から第４項

まで（これらの規定を法第６２条において準用する場合を含む。）の規定に

よる備置きとする。 

２ 法第７５条の規定により読み替えて適用する電子文書法第４条第１項に規

定する条例で定める作成は、法第１４条（法第３９条第２項において準用す

る場合を含む。）、法第２８条第１項、法第３５条第１項及び法第５４条第



２項から第４項まで（これらの規定を法第６２条において準用する場合を含

む。）の規定による作成とする。 

３ 法第７５条の規定により読み替えて適用する電子文書法第５条第１項に規

定する条例で定める縦覧等は、法第２８条第３項、法第４５条第１項第５号

（法第５１条第５項及び法第６３条第５項において準用する場合を含む。）

並びに法第５２条第４項及び法第５４条第５項（これらの規定を法第６２条

において準用する場合を含む。）の規定による閲覧とする。 

４ 特定非営利活動法人は、電子文書法第３条第１項の規定に基づき第１項に

規定する備置きに代えて電磁的記録の保存を行う場合、電子文書法第４条第

１項の規定に基づき第２項に規定する作成に代えて電磁的記録による作成を

行う場合又は電子文書法第５条第１項の規定に基づき前項に規定する閲覧に

代えて電磁的記録に記録されている事項若しくは当該事項を記載した書類の

縦覧等を行う場合は、規則で定めるところにより、行わなければならない。 

（委任） 

第１９条 この条例に定めるもののほか、法の実施に関し必要な事項は、規則

で定める。 

附 則 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

 特定非営利活動促進法の実施に関し必要な事項を定めるため、この条例を制

定するものである。 



 

 


